
 
 

平成３０年７月３１日 

 

 

平成３０年７月豪雨による被害に係る 
普通交付税（９月定例交付分）の繰上げ交付 

 

 

 

総務省は、平成３０年７月豪雨により多大な被害を受けた地方公共団体に対し、地方

交付税法第１６条第２項の規定に基づき、９月に定例交付すべき普通交付税の一部を繰

り上げて交付することとしました。 

 

 

１ 対象団体 

愛媛県八幡浜市 

 

 

２ 繰上げ交付額 

４８５百万円 

 

 

３ 日程 

平成３０年７月３１日（火） 交付決定 

平成３０年８月 １日（水） 現金交付 

 

 

 

＜参考＞ 

・ 普通交付税の定例の交付時期は、４月、６月、９月及び１１月(地方交付税法第１６条第１項) 

・ 普通交付税の繰上げ交付は、災害により多大な被害を受けた地方公共団体における資金繰りを

円滑にするために、定例の交付時期を繰り上げて交付するもの 

・ ９月定例交付額の３０％を交付 

自治財政局財政課 五月女、眞貝、髙口 

TEL 03-5253-5111（代表） 

TEL 03-5253-5612（直通） 

      FAX 03-5253-5615 



   

（参考） 

平成３０年７月豪雨による被害に係る 

普通交付税（９月定例交付分）の繰上げ交付額（団体別内訳） 

【単位：百万円】 

都道府県名 
繰上げ交付 

団体名 
繰上げ 
交付額 

 
都道府県名 

繰上げ交付 
団体名 

繰上げ 
交付額 

岐阜県 
高山市 ８６５  

広島県 

広島市 ３，０５４ 
飛騨市 ４９８  呉市 １，３６５ 
郡上市 ８２３  竹原市 １５７ 

小 計 ３市 ２，１８６  三原市 ６９２ 

京都府 

福知山市 ６８９  尾道市 ９５２ 
舞鶴市 ３３０  福山市 １，０９４ 
綾部市 ２８９  府中市 ３８４ 
宮津市 ２１５  東広島市 ５１７ 

京丹後市 ９４４  江田島市 ４３１ 

小 計 ５市 ２，４６７  府中町 ２４ 

兵庫県 

姫路市 ８８１  海田町 ７１ 
豊岡市 １，１３３  熊野町 １４７ 
西脇市 ４０１  坂町 ４５ 

篠山市 ５０１  小 計 ９市４町 ８，９３３ 

養父市 ６２８  山口県 岩国市 ９２４ 

丹波市 ７９４  小 計 １市 ９２４ 

朝来市 ５２１  

愛媛県 

今治市 １，３６２ 
宍粟市 ６３９  宇和島市 １，１３２ 

たつの市 ５８１  八幡浜市 ４８５ 
多可町 ３４２  大洲市 ６２１ 
市川町 １４０  西予市 ７９７ 
神河町 １９１  松野町 １１６ 
上郡町 １３０  鬼北町 ２３６ 

佐用町 ３９５  小 計 ５市２町 ４，７４９ 

香美町 ４２９  

高知県 

宿毛市 ２７２ 

小 計 ９市６町 ７，７０６  香南市 ４８０ 

鳥取県 智頭町 １８４  本山町 １２６ 

小 計 １町 １８４  小 計 ２市１町 ８７８ 

島根県 
江津市 ３７８  福岡県 飯塚市 １，０３６ 

川本町 １２５  小 計 １市 １，０３６ 

小 計 １市１町 ５０３   合 計※ ４４市１７町 ３６，１８５ 

岡山県 

岡山市 ２，１６９     
倉敷市 ８７７     
笠岡市 ３４１     
井原市 ４７４     
総社市 ３９６     
高梁市 ６２６     
新見市 ７７６     
赤磐市 ４４７     
矢掛町 １８７     
鏡野町 ３２６     

小 計 ８市２町 ６，６１９   

 

※７月１７日（火）繰上げ交付分： 
  ５８団体（４２市１６町） ３４，６５１百万円 
   岐阜県３団体、京都府５団体、兵庫県１５団体、 

   鳥取県１団体、島根県１団体、岡山県１０団体、 

   広島県１３団体、愛媛県６団体、高知県３団体、 

   福岡県１団体 

  ７月２３日（月）繰上げ交付分： 
  １団体（１市） ９２４百万円 
   山口県１団体 

  ７月２６日（木）繰上げ交付分： 
  １団体（１町） １２５百万円 
   島根県１団体 

  ８月 １日（水）繰上げ交付分： 
  １団体（１市） ４８５百万円 
   愛媛県１団体 


